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(57)【要約】
【課題】警光灯の状態を容易に認識することができる警
光灯制御システムおよび警光灯制御システムを含む車両
、警光灯制御システムのプログラムを提供することであ
る。
【解決手段】本発明に係る警光灯制御システム１００は
、ＣＰＵ２１０が、ユーザによるサイレンアンプ２００
の操作に基づいた操作信号に応じ、ＲＡＭ２４１、ＥＥ
ＰＲＯＭ２４２から選定された警光灯５００の点灯パタ
ーンを用いて警光灯５００を点灯制御する。また、ＣＰ
Ｕ２１０は、データテーブルに基づいて消防車９００の
車内のサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の表
示パターンを制御する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光部が配設された警光灯を制御する、警光灯制御システムであって、
　ユーザの操作に基づいて、複数の操作信号を出力する操作部と、
　車内において複数の表示を行うことが可能な表示部と、
　前記警光灯の点灯パターンおよび前記表示部の表示パターンを、前記操作部の操作信号
にそれぞれ対応付けたデータテーブルを記憶する記憶部と、
　制御部と、を含み、
　前記制御部は、前記操作部からの操作信号と前記データテーブルとによって対応付けら
れた前記警光灯の点灯パターンを用いて前記警光灯を制御するとともに、当該操作信号と
前記データテーブルとによって対応付けられた前記表示部の表示パターンを用いて前記表
示部を制御する、警光灯制御システム。
【請求項２】
　前記表示部は、前記操作部と一体に形成された、請求項１記載の警光灯制御システム。
【請求項３】
　前記表示部は、前記操作部の一機能表示と兼用された、請求項１または２記載の警光灯
制御システム。
【請求項４】
　前記データテーブルは、前記警光灯の点灯パターンと類似する点灯パターンを前記表示
部の表示パターンとして記録された、請求項１から３のいずれか１項に記載の警光灯制御
システム。
【請求項５】
　方向指示器の出力を検知する検知部をさらに含み、
　前記制御部は、前記検知部の検知結果に応じて、前記警光灯の点灯パターンを前記方向
指示器用の点灯パターンに変化させるとともに、前記警光灯の点灯パターンに応じて、前
記表示部の表示パターンを方向指示器用の表示パターンに変化させる、請求項１から４の
いずれか１項に記載の警光灯制御システム。
【請求項６】
　前記データテーブルは、前記表示部の明暗データ、前記表示部の点滅消灯データまたは
前記表示部の点灯消灯データを含む、請求項１から５のいずれか１項に記載の警光灯制御
システム。
【請求項７】
　前記表示部は、複数の発光素子を有し、
　前記表示部の前記発光素子および前記警光灯の前記発光部は、車両に取りつけられた状
態において、少なくともそれぞれ左右方向に沿って配列する部分を有し、
　前記制御部は、前記検知部の検知結果に基づき、前記方向指示器が指示する向きが左で
あると判定したことを条件として、前記複数の発光素子の右側から左側へ順次点灯または
明度を増加する表示パターンによって前記表示部を制御するとともに、複数の前記発光部
が右側から左側へ順次点灯または明度を増加する発光パターンによって前記警光灯を制御
する左側制御と、
　前記方向指示器が指示する向きが右であると判定したことを条件として、前記複数の発
光素子が左側から右側へ順次点灯または明度を増加する表示パターンによって前記表示部
を制御するとともに、前記複数の発光部が左側から右側へ順次点灯または明度を増加する
発光パターンによって前記警光灯を制御する右側制御とを含む、請求項５に記載の警光灯
制御システム。
【請求項８】
　前記警光灯は、散光式警光灯である、請求項１から７のいずれか１項に記載の警光灯制
御システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の警光灯制御システムと、
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　複数の発光部が配設された警光灯と、を含む車両。
【請求項１０】
　複数の発光部が配設された警光灯を制御する、警光灯制御システムのプログラムであっ
て、
　ユーザの操作に基づいて、複数の操作信号を出力する操作ステップと、
　車内において複数の表示を行うことが可能な表示ステップと、
　前記警光灯の点灯パターンおよび前記表示ステップの表示パターンを、前記操作ステッ
プの操作信号にそれぞれ対応付けたデータテーブルを記憶する記憶ステップと、
　制御ステップと、を含み、
　前記制御ステップは、前記操作ステップからの操作信号と前記データテーブルとによっ
て対応付けられた前記警光灯の点灯パターンを用いて前記警光灯を制御するとともに、当
該操作信号と前記データテーブルとによって対応付けられた前記表示ステップの表示パタ
ーンを用いて前記表示ステップを制御する、警光灯制御システムのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に警光灯制御システムおよび警光灯制御システムを含む車両、警光灯制御
システムのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パトロールカーのような緊急用車両等においては、基台上に複数個の回転灯
を配置するとともに、この回転灯を赤色などの着色透光材料で構成したグローブで覆い、
回転灯から発生してグローブで着色された警告光を周囲に散光するようにした警光灯制御
システムが用いられている。この警光灯制御システムについては、種々の開発が行なわれ
ている。
【０００３】
　例えば、特許文献１（特開２００６－１２３８１３号公報）には、従来の警光灯システ
ムの持っている点滅変化パターンが単調であり十分な注意を喚起できないという課題を解
決する警光灯システムについて開示されている。
【０００４】
　特許文献１記載の警光灯システムにおいては、スピーカ及び複数個の発光ユニットが基
台に配置されてなる警光灯と、警光灯の各発光ユニットを独立して点灯制御することので
きる制御装置とを備え、制御装置は、警光灯に対して、所定周期で発光ユニットを点滅さ
せる点滅信号を送り出すとともに、スピーカに対して周波数が周期的に変化するサイレン
信号を送り出すものであり、発光ユニットを点滅させる周期は、サイレン信号の周波数の
変化周期と同期がとられているものである。
【０００５】
　また、特許文献２（特開２０１３－５６０８６号公報）には、車両から離れた作業者ま
たは複数台の緊急車両を統括する現場監督者などが、車両の状態を把握し易い、ライト制
御システムおよび車両について開示されている。
【０００６】
　特許文献２記載のライト制御システムにおいては、車両に搭載することが可能なライト
制御システムであって、車両の外面に設置される少なくとも１つのライトと、車両の状態
を測定するためのセンサと、センサからの車両の状態に応じて、少なくとも１つのライト
の点灯方法を変更するためのプロセッサとを備えたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１２３８１３号公報
【特許文献２】特開２０１３－５６０８６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のように、特許文献１または特許文献２に記載された装置は、記載された効果を奏
する。
【０００９】
　しかしながら、警光灯システムを制御する警光灯制御システムにおいては、次の課題も
残されている。例えば、警光灯制御システムにおいて警光灯の点灯状態を、運転手などの
乗員が認識することは、困難である。
【００１０】
　本発明の目的は、警光灯の点灯状態を容易に車内から認識することができる警光灯制御
システムおよび警光灯制御システムを含む車両、警光灯制御システムのプログラムを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（１）
　一局面に従う警光灯制御システムは、複数の発光部が配設された警光灯を制御する、警
光灯制御システムであって、ユーザの操作に基づいて、複数の操作信号を出力する操作部
と、車内において複数の表示を行うことが可能な表示部と、警光灯の点灯パターンおよび
表示部の表示パターンを、操作部の操作信号にそれぞれ対応付けたデータテーブルを記憶
する記憶部と、制御部と、を含み、制御部は、操作部からの操作信号とデータテーブルと
によって対応付けられた警光灯の点灯パターンを用いて警光灯を制御するとともに、当該
操作信号とデータテーブルとによって対応付けられた表示部の表示パターンを用いて表示
部を制御するものである。
【００１２】
　本発明にかかる警光灯制御システムは、制御部が、ユーザによる操作部の操作に基づい
た操作信号に応じ、記憶部から選定された警光灯の点灯パターンを用いて警光灯を点灯制
御する。また、制御部は、データテーブルに基づいて車内の表示部の表示パターンを制御
する。
【００１３】
　この場合、制御部は、警光灯を制御するとともに、データテーブルに基づいて、警光灯
の点灯制御を示す表示パターンを車内の表示部に示すことができる。
　したがって、車内の表示部を確認することで、警光灯の点灯制御の内容を認識すること
ができる。例えば、ユーザは、車内に居ながら、実際の警光灯の点灯状態を認識すること
ができる。
【００１４】
（２）
　第２の発明にかかる警光灯制御システムは、一局面の発明にかかる警光灯制御システム
において、表示部は、操作部と一体に形成されてもよい。
【００１５】
　この場合、表示部は、操作部と一体に形成されているので、ユーザは、操作を行うとと
もに、容易に実際の警光灯の点灯状態を認識することができる。
【００１６】
（３）
　第３の発明にかかる警光灯制御システムは、一局面または第２の発明にかかる警光灯制
御システムにおいて、表示部は、操作部の一機能表示と兼用されてもよい。
【００１７】
　この場合、表示部を新たに別途設ける場合と異なり、兼用させることができるので、省
スペース化を図ることができる。
【００１８】
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（４）
　第４の発明にかかる警光灯制御システムは、一局面または第２、第３の発明にかかる警
光灯制御システムにおいて、データテーブルは、警光灯の点灯パターンと類似する点灯パ
ターンを表示部の表示パターンとして記録されてもよい。
　なお、類似とは、警光灯の点灯部分と、表示部の点灯部分との数が異なる場合でも、警
光灯と表示部との点灯パターンが同じことを意味する。例えば、警光灯の一方向から点灯
状態、消灯状態を繰り返す場合に、表示部の一方向から点灯状態、消灯状態を繰り返す。
【００１９】
　この場合、警光灯の点灯パターンと類似する点灯パターンを表示部の表示パターンとし
て記録するため、ユーザは、実際の警光灯の点灯状態を容易に認識することができる。
【００２０】
（５）
　第５の発明にかかる警光灯制御システムは、一局面または第２から第４の発明にかかる
警光灯制御システムにおいて、方向指示器の出力を検知する検知部をさらに含み、制御部
は、検知部の検知結果に応じて、警光灯の点灯パターンを方向指示器用の点灯パターンに
変化させるとともに、警光灯の点灯パターンに応じて、表示部の表示パターンを方向指示
器用の表示パターンに変化させてもよい。
【００２１】
　この場合、方向指示器の出力を検知する検知部をさらに含む。そして、制御部は、方向
指示器の出力がある場合に、警光灯の点灯パターンを方向指示器用の点灯パターンに変化
させることができる。例えば、警光灯が複数の点灯部を有する場合、左折するときに右か
ら左へ連続して点滅させたり、右折するときに左から右へ連続して点滅させたりしてもよ
い。
　さらに、検知部の検知結果に応じて、表示部の表示パターンを方向指示器用の表示パタ
ーン、すなわち、警光灯と類似するパターンに変化させてもよい。例えば、警光灯が複数
の点灯部を有する場合、表示部の表示を左折するときに右から左へ連続して点滅させたり
、右折するときに左から右へ連続して点滅させたりしてもよい。
【００２２】
（６）
　第６の発明にかかる警光灯制御システムは、一局面から第５の発明にかかる警光灯制御
システムにおいて、データテーブルは、表示部の明暗データ、表示部の点滅消灯データま
たは表示部の点灯消灯データを含んでもよい。
【００２３】
　この場合、データテーブルは、表示部の明暗データ、表示部の点滅消灯データまたは表
示部の点灯消灯データを含むので、ユーザは、容易に表示部の表示を認識することができ
る。
　ここで、表示部の明暗データは、表示部の一部の輝度を上昇または下降させるデータで
あり、表示部の点滅消灯データは、表示部の一部を複数回オンまたは複数回オフさせるデ
ータであり、表示部の点灯消灯データは、表示部の一部をオンオフさせるデータである。
【００２４】
（７）
　第７の発明にかかる警光灯制御システムは、第５の発明にかかる警光灯制御システムに
おいて、表示部は、複数の発光素子を有し、表示部の発光素子および警光灯の発光部は、
車両に取りつけられた状態において、少なくともそれぞれ左右方向に沿って配列する部分
を有し、制御部は、検知部の検知結果に基づき、方向指示器が指示する向きが左であると
判定したことを条件として、複数の発光素子の右側から左側へ順次点灯または明度を増加
する表示パターンによって表示部を制御するとともに、複数の発光部が右側から左側へ順
次点灯または明度を増加する発光パターンによって警光灯を制御する左側制御と、方向指
示器が指示する向きが右であると判定したことを条件として、複数の発光素子が左側から
右側へ順次点灯または明度を増加する表示パターンによって表示部を制御するとともに、
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複数の発光部が左側から右側へ順次点灯または明度を増加する発光パターンによって警光
灯を制御する右側制御とを含んでもよい。
【００２５】
　この場合、制御部は、左側制御および右側制御を含むので、車両が右左折する際に、警
光灯の点灯状態を、車内において容易に確認することができる。
【００２６】
（８）
　第８の発明にかかる警光灯制御システムは、一局面から第７の発明にかかる警光灯制御
システムにおいて、警光灯は、散光式警光灯であってもよい。
【００２７】
　この場合、ユーザは、散光式警光灯の点灯制御を容易に認識することができる。
【００２８】
（９）
　他の局面にかかる警光灯制御システムを含む車両は、請求項１乃至８のいずれか１項に
記載の警光灯制御システムと、複数の発光部が配設された警光灯と、を有するものである
。
【００２９】
　この場合、制御部は、警光灯を点灯制御するとともに、データテーブルに基づいて、警
光灯の点灯制御を示す表示パターンを車内の表示部に示すことができる。
　したがって、車内の表示部を確認することで、警光灯の点灯制御の内容を認識すること
ができる。例えば、ユーザは、車内に居ながら、実際の警光灯の点灯状態を認識すること
ができる。
　また、表示部は、液晶、プラズマディスプレイ、発光ダイオード、７セグメント、エレ
クトロルミネッセンスの少なくともいずれかを含んでもよい。
【００３０】
（１０）
　さらに他の局面に従う警光灯制御システムのプログラムは、複数の発光部が配設された
警光灯を制御する、警光灯制御システムのプログラムであって、ユーザの操作に基づいて
、複数の操作信号を出力する操作ステップと、車内において複数の表示を行うことが可能
な表示ステップと、警光灯の点灯パターンおよび表示ステップの表示パターンを、操作ス
テップの操作信号にそれぞれ対応付けたデータテーブルを記憶する記憶ステップと、制御
ステップと、を含み、制御ステップは、操作ステップからの操作信号とデータテーブルと
によって対応付けられた警光灯の点灯パターンを用いて警光灯を制御するとともに、当該
操作信号とデータテーブルとによって対応付けられた表示ステップの表示パターンを用い
て表示ステップを制御するものである。
【００３１】
　本発明にかかる警光灯制御システムのプログラムは、制御ステップが、ユーザによる操
作ステップの操作に基づいた操作信号に応じ、記憶ステップから選定された警光灯の点灯
パターンを用いて警光灯を点灯制御する。また、制御ステップは、データテーブルに基づ
いて車内の表示ステップの表示パターンを制御する。
【００３２】
　この場合、制御ステップは、警光灯を制御するとともに、データテーブルに基づいて、
警光灯の点灯制御を示す表示パターンを車内の表示ステップに示すことができる。
　したがって、車内の表示ステップを確認することで、警光灯の点灯制御の内容を認識す
ることができる。例えば、ユーザは、車内に居ながら、実際の警光灯の点灯状態を認識す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る警光灯制御システムを含む消防車の概要を説明するための模式的側
面図である。
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【図２】本発明に係る警光灯制御システムの主要部分の一例を示す模式図である。
【図３】サイレンアンプの一例を示す模式図である。
【図４】警光灯制御システムの選定モードの一例を示す模式図である。
【図５】警光灯制御システムの選定モードの移行状態を示す模式図である。
【図６】パトロールモードにおける警光灯の動作状態の一例を示す模式図である。
【図７】パトロールモードにおけるサイレンアンプの複数のＬＥＤの動作状態の一例を示
す模式図である。
【図８】緊急モードにおける警光灯の動作状態の一例を示す模式図である。
【図９】緊急モードにおけるサイレンアンプの複数のＬＥＤの動作状態の一例を示す模式
図である。
【図１０】高警告モードＡにおける警光灯の動作状態の一例を示す模式図である。
【図１１】高警告モードＡにおけるサイレンアンプの複数のＬＥＤの動作状態の一例を示
す模式図である。
【図１２】高警告モードＢにおける警光灯の動作状態の一例を示す模式図である。
【図１３】高警告モードＢにおけるサイレンアンプの複数のＬＥＤの動作状態の一例を示
す模式図である。
【図１４】右折モードにおける警光灯の動作状態の一例を示す模式図である。
【図１５】右折モードにおけるサイレンアンプの複数のＬＥＤの動作状態の一例を示す模
式図である。
【図１６】左折モードにおける警光灯の動作状態の一例を示す模式図である。
【図１７】左折モードにおけるサイレンアンプの複数のＬＥＤの動作状態の一例を示す模
式図である。
【図１８】サイレンアンプの複数のＬＥＤの他の例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明に係る実施の形態について図面を用いて説明する。以下の説明では、同一
の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって
、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００３５】
　本実施の形態においては、「車両」として、消防自動車（以下、単に消防車と呼ぶ。）
に適用した場合について説明し、「警光灯」として散光式警光灯に適用した場合について
説明する（以下、単に散光式警光灯を警光灯と呼ぶ。）。
　ただし、「車両」は、パトロールカー、他の緊急車両、道路維持作業車、トラック、フ
ォークリフト、建設機械などの他の車両であってもよい。
【００３６】
（実施の形態）
　図１は、本発明に係る警光灯制御システム１００を含む消防車９００の概要を説明する
ための模式的側面図であり、図２は、本発明に係る警光灯制御システム１００の主要部分
の一例を示す模式図である。
【００３７】
　まず、図１に示すように、消防車９００の運転席に警光灯制御システム１００のコント
ローラとなるサイレンアンプ２００が設けられる。また、消防車９００の屋根部分に、警
光灯制御システム１００に付随する警光灯５００が設けられる。さらに、消防車９００の
前後左右に、警光灯制御システム１００に付随するウィンカー６１０が配設される。
【００３８】
　図１および図２に示すように、警光灯制御システム１００は、サイレンアンプ２００お
よび外部スイッチ５５０を含む。
　外部スイッチ５５０は、警光灯５００に接続される。
【００３９】
　警光灯制御システム１００におけるサイレンアンプ２００は、ＣＰＵ（中央演算処理装
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置）２１０、サイレン制御回路２２０、ＬＥＤ（発光ダイオード）制御回路２３０、複数
のＬＥＤ（発光ダイオード）２３１、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）２４１、ＥＥＰ
ＲＯＭ（不揮発性メモリ）２４２、警光灯制御回路２５０、信号入力回路２６０、および
操作パネル２７０を主に含む。
【００４０】
　ＣＰＵ２１０は、サイレン制御回路２２０、ＬＥＤ制御回路２３０、ＲＡＭ２４１、Ｅ
ＥＰＲＯＭ２４２、警光灯制御回路２５０、信号入力回路２６０と接続される。
【００４１】
　警光灯制御回路２５０は、警光灯５００と接続され、サイレン制御回路２２０は、サイ
レンユニット５３０と接続され、信号入力回路２６０は、ウィンカー６１０および操作パ
ネル２７０と接続される。その結果、ＣＰＵ２１０は、ウィンカー６１０の動作情報を認
識することができる。
【００４２】
　ＬＥＤ制御回路２３０は、複数のＬＥＤ２３１と接続される。
　また、ＣＰＵ２１０は、外部スイッチ５５０からの入力、操作パネル２７０からの入力
、およびウィンカー６１０の動作情報に基づいて、サイレン制御回路２２０、ＬＥＤ制御
回路２３０、警光灯制御回路２５０等の制御を行う。
【００４３】
　その結果、サイレン制御回路２２０によりサイレンユニット５３０を介してサイレンが
吹鳴され、ＬＥＤ制御回路２３０により複数のＬＥＤ２３１の点灯消灯および明暗点灯が
制御され、警光灯制御回路２５０により警光灯５００の点灯（回転点灯、２回点灯）が制
御される。
　なお、本実施の形態においては、２回点灯を例示するが、それに限定されず、３回、４
回等、他の任意の回数点灯させてもよく、点灯時間を任意に変更してもよい。
【００４４】
　次に、図３は、サイレンアンプ２００の一例を示す模式図である。図３に示すように、
サイレンアンプ２００は、操作パネル２７０、セグメント表示部２７１および複数のＬＥ
Ｄ２３１を含む。
【００４５】
　本実施の形態にかかる複数のＬＥＤ２３１は、サイレンアンプ２００の状態を明示する
機能を基本的に有し、例えば、マイク、補助、音声、ＣＨ（チャンネル）、電源、交差点
スイッチ、渋滞スイッチ、警光灯スイッチ、サイレンスイッチ等の各種の状態を示すもの
である。
　例えば、ＬＥＤ２３１のうち左端のＬＥＤが点灯中の場合は、サイレンアンプ２００が
マイクの拡声音量を調整する状態にあることを意味し、その状態でサイレンアンプ２００
のジョグダイヤルを回せば、マイクの拡声音量を調整することができる状態にあることを
意味する。
　また、他のＬＥＤ２３１は、例えば、外部機器から入力される補助入力の音量を調整す
る状態、外部に出力する音声チャネルを設定する状態等を意味する。つまり、点灯するＬ
ＥＤ２３１によって、サイレンアンプ２００のジョグダイヤルによって設定される対象が
変化する。
【００４６】
　また、後述するＬＥＤ２３１の表示は、後述する『パトロールモード』、『緊急モード
』、『高警告モードＡ』、『高警告モードＢ』、『右折モード』、『左折モード』のいず
れかで表示されている時にマイク音量を調整するため、ジョグダイヤルを操作すると、上
述のモードが解除され、音量の機能の設定表示に変わる構造を採用している。なお、マイ
ク・補助・音声・ＣＨ以外の操作スイッチについては、他のスイッチ部（図示省略）でオ
ンオフを表示している。
【００４７】
　また、図３の操作パネル２７０は、図面に符号を付していないが、音声再生スイッチ、
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モニタ、警光灯スイッチ、サイレン吹鳴スイッチ、テストスイッチ、ＳＤカードスロット
、吹鳴スイッチ、手動スイッチ、吹鳴音量スイッチ、ジョグダイヤル、電源スイッチ、マ
イク入力端子、音声入り切りスイッチ等を含む。
　操作パネル２７０を操作することにより、各動作が制御され、各機能が稼動または停止
される。
【００４８】
（選定モード）
　次に、図４は、警光灯制御システム１００の選定モードの一例を示す模式図であり、図
５は、警光灯制御システム１００の選定モードの移行状態を示す模式図である。
【００４９】
　図４に示すように、警光灯制御システム１００では、サイレンアンプ２００および／ま
たは外部スイッチ５５０の操作により、『パトロールモード』、『緊急モード』、『高警
告モードＡ』、『高警告モードＢ』、『右折モード』、『左折モード』の６種類から選定
される。
　なお、これらの各種モードを含むデータテーブル７００は、図２に示したＲＡＭ（ラン
ダムアクセスメモリ）２４１、ＥＥＰＲＯＭ（不揮発性メモリ）２４２の少なくとも一方
に記録される。ＥＥＰＲＯＭ２４２として、一般的にフラッシュメモリが使用される。
　また、６種類を例示して説明するが、これに限定されず、その他の数の任意の種類で設
定されてもよい。
【００５０】
　図５に示すように、初期状態から警光灯スイッチが押下操作された場合、警光灯制御シ
ステム１００のサイレンアンプ２００は、緊急モード（ステップＳ１）に移行する。
　次いで、緊急モード（ステップＳ１）において、外部スイッチ５５０がオン操作された
場合、警光灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、パトロールモード（ステッ
プＳ２）に移行する。
【００５１】
　また、パトロールモード（ステップＳ２）において、外部スイッチ５５０がオフ操作さ
れた場合、警光灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、緊急モード（ステップ
Ｓ１）に移行する。
【００５２】
　また、緊急モード（ステップＳ１）において、左折信号がオンされた場合、警光灯制御
システム１００のサイレンアンプ２００は、左折モード（ステップＳ５）に移行し、左折
信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、緊急モード（
ステップＳ１）に移行する。
【００５３】
　ここで、左折信号がオンされるとは、ウィンカー６１０が出力された状態を認識する場
合を意味する。すなわち、消防車９００が左折のためのウィンカー６１０が操作された状
態である。右折信号がオンされると言う場合も、左折が右折に変更される以外は、同じで
ある。
　また、本実施の形態において、右折信号または左折信号がオフされた場合とは、ウィン
カー６１０がＯＦＦしてから１ｍsec以上２sec以下の時間が経過した場合に右折信号また
は左折信号がオフされたと判定している。
【００５４】
　また、緊急モード（ステップＳ１）において、右折信号がオンされた場合、警光灯制御
システム１００のサイレンアンプ２００は、右折モード（ステップＳ６）に移行し、右折
信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、緊急モード（
ステップＳ１）に移行する。
【００５５】
　続いて、パトロールモード（ステップＳ２）において、左折信号がオンされた場合、警
光灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、左折モード（ステップＳ５）に移行
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し、左折信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、パト
ロールモード（ステップＳ２）に移行する。
【００５６】
　また、パトロールモード（ステップＳ２）において、右折信号がオンされた場合、警光
灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、右折モード（ステップＳ６）に移行し
、右折信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、パトロ
ールモード（ステップＳ２）に移行する。
【００５７】
　また、緊急モード（ステップＳ１）において、警告スイッチＡが押下操作された場合、
警告灯システム１００のサイレンアンプ２００は、高警告モードＡ（ステップＳ３）に移
行し、１０秒経過した場合、緊急モード（ステップＳ１）に移行する。
【００５８】
　同様に、緊急モード（ステップＳ１）において、警告スイッチＢが押下操作された場合
、警光灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、高警告モードＢ（ステップＳ４
）に移行し、１０秒経過した場合、緊急モード（ステップＳ１）に移行する。
【００５９】
　高警告モードＡ（ステップＳ３）において、左折信号がオンされた場合、警光灯制御シ
ステム１００のサイレンアンプ２００は、左折モード（ステップＳ５）に移行し、左折信
号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、高警告モードＡ
（ステップＳ３）に移行する。
　同じく、高警告モードＡ（ステップＳ３）において、右折信号がオンされた場合、警光
灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、右折モード（ステップＳ６）に移行し
、右折信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、高警告
モードＡ（ステップＳ３）に移行する。
【００６０】
　また、高警告モードＢ（ステップＳ４）において、左折信号がオンされた場合、警光灯
制御システム１００のサイレンアンプ２００は、左折モード（ステップＳ５）に移行し、
左折信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、高警告モ
ードＢ（ステップＳ４）に移行する。
　同じく、高警告モードＢ（ステップＳ４）において、右折信号がオンされた場合、警光
灯制御システム１００のサイレンアンプ２００は、右折モード（ステップＳ６）に移行し
、右折信号がオフされた場合、直前の状態に移行する(ステップＳ７)。この場合、高警告
モードＢ（ステップＳ４）に移行する。
　なお、右折モードおよび左折モードが解除され、高警告モードＡまたは高警告モードＢ
への移行から１０秒以上経過している場合、高警告モードＡまたは高警告モードＢへ戻ら
ずに、緊急モードへ移行する。
　つまり、１０秒のカウントは、高警告モードＡまたは高警告モードＢから右折モードお
よび左折モードへ移行した後も継続してもよい。
【００６１】
　以下、図２に示したＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）２４１、ＥＥＰＲＯＭ（不揮発
性メモリ）２４２のいずれかに予め記録された選定モードの具体例について説明する。
【００６２】
（パトロールモード）
　図６は、パトロールモードにおける警光灯５００の動作状態の一例を示す模式図であり
、図７は、パトロールモードにおけるサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の動作
状態の一例を示す模式図である。
【００６３】
　まず、警光灯制御システム１００のサイレンアンプ２００において『パトロールモード
』が選定された場合、図４に示すように、警光灯５００は、パターン１で点灯される。こ
の場合、図６に示すように、警光灯５００の内部が、矢印Ｒの方向に回転しつつ、明るさ
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が周期的に変化する。
　具体的には、警光灯５００の内部のＬＥＤ等の発光部のそれぞれが明暗を繰り返す。さ
らに、警光灯５００の内部の反射鏡等を回転させることにより、矢印Ｒの方向に光を周囲
に放光させることができる。
【００６４】
　また、『パトロールモード』において、サイレンは、『オフ』であり、サイレンアンプ
２００の複数のＬＥＤ２３１は、『パターンＡ』で表示される。
　ここで、図７に示すように、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の『パターン
Ａ』は、明るさが周期的に変化する。
　すなわち、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の明るさが周期的に変化する。
なお、複数のＬＥＤ２３１の明るさは、明暗を繰り返すのではなく、オンオフを繰り返し
てもよい。
【００６５】
（緊急モード）
　次に、図８は、緊急モードにおける警光灯５００の動作状態の一例を示す模式図であり
、図９は、緊急モードにおけるサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の動作状態の
一例を示す模式図である。
【００６６】
　『緊急モード』が選定された場合、図４に示すように、警光灯５００がパターン２で点
灯される。
　この場合、警光灯５００は、ユニット毎に、点滅される。例えば、図８に示すように、
両端部のユニットが２回点滅(フラッシュ)ＦＬし、点滅し終えたユニットに隣接するユニ
ットが、２回点滅ＦＬし、最後に点滅ＦＬし終えたユニットにさらに隣接するユニットが
、２回点滅ＦＬする。そして、当該点滅が繰り返される。
【００６７】
　さらに、『緊急モード』において、サイレンは、『パターン１』の通常サイレンが吹鳴
され、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１は、『パターンＢ』で表示される。
【００６８】
　この場合、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１においては、図９に示すように
、複数のＬＥＤ２３１が２回点滅（フラッシュ）し、点滅し終えたＬＥＤ２３１に隣接す
るＬＥＤ２３１が２回点滅し、点滅し終えたＬＥＤ２３１にさらに隣接するＬＥＤ２３１
が２回点滅する。同様に、ＬＥＤ２３１も点滅を繰り返す。
【００６９】
（高警告モードＡ）
　次いで、図１０は、高警告モードＡにおける警光灯５００の動作状態の一例を示す模式
図であり、図１１は、高警告モードＡにおけるサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３
１の動作状態の一例を示す模式図である。
　ここで、高警告モードＡとは、渋滞を通過する際に、選択されるモードを意味する。
【００７０】
　『高警告モードＡ』が選定された場合、図４に示すように、警光灯５００がパターン３
で点灯される。この場合、図１０に示すように、警光灯５００は、内側ユニットから外側
ユニットに向けて順次点灯を繰り返す。なお、パターン２の場合と異なり、２回点滅（フ
ラッシュ）ＦＬは行われない。
　さらに、『高警告モードＡ』において、サイレンは、『パターン２』の通常サイレンよ
りも警告度の高い音が吹鳴され、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１は、『パタ
ーンＣ』で表示される。
【００７１】
　この場合、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１においては、図１１に示すよう
に、複数のＬＥＤ２３１が内側から外側に向かって順次点灯を繰り返す。
【００７２】
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（高警告モードＢ）
　次いで、図１２は、高警告モードＢにおける警光灯５００の動作状態の一例を示す模式
図であり、図１３は、高警告モードＢにおけるサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３
１の動作状態の一例を示す模式図である。
　ここで、高警告モードＢとは、交差点へ侵入する際に選択されるモードを意味する。
【００７３】
　『高警告モードＢ』が選定された場合、図４に示すように、警光灯５００がパターン４
で点灯される。この場合、図１２に示すように、警光灯５００は、ユニット全体が同時に
２回点滅（フラッシュ）ＦＬを繰り返す。
　さらに、『高警告モードＢ』において、サイレンは、『パターン３』の通常サイレンお
よび高警告サイレンＡよりも警告度の高い音が吹鳴され、サイレンアンプ２００の複数の
ＬＥＤ２３１は、『パターンＤ』で表示される。
【００７４】
　この場合、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１においては、図１３に示すよう
に、複数のＬＥＤ２３１が同時に２回点滅（フラッシュ）を繰り返す。
【００７５】
（右折モード）
　次いで、図１４は、右折モードにおける警光灯５００の動作状態の一例を示す模式図で
あり、図１５は、右折モードにおけるサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の動作
状態の一例を示す模式図である。
【００７６】
　『右折モード』が選定された場合、図４に示すように、警光灯５００がパターン５で点
灯される。この場合、図１４に示すように、警光灯５００は、消防車９００の後方から前
方に向いて視認した状態で、左側から右側に順に点滅を繰り返す。すなわち、右折する方
向へ、警光灯５００が指し示すように点滅する。
　さらに、『右折モード』において、サイレンは、『直前のモード』で吹鳴され、サイレ
ンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１は、『パターンＥ』で表示される。
【００７７】
　この場合、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１においては、図１５に示すよう
に、複数のＬＥＤ２３１が左側から右側に順に点滅を繰り返す。
【００７８】
（左折モード）
　次いで、図１６は、左折モードにおける警光灯５００の動作状態の一例を示す模式図で
あり、図１７は、左折モードにおけるサイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の動作
状態の一例を示す模式図である。
【００７９】
　『左折モード』が選定された場合、図４に示すように、警光灯５００がパターン６で点
灯される。この場合、図１６に示すように、警光灯５００は、消防車９００の後方から前
方に向いて視認した状態で、右側から左側に順に点滅を繰り返す。すなわち、左折する方
向へ、警光灯５００が指し示すように点滅する。
　さらに、『左折モード』において、サイレンは、『直前のモード』で吹鳴され、サイレ
ンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１は、『パターンＦ』で表示される。
【００８０】
　この場合、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１においては、図１７に示すよう
に、複数のＬＥＤ２３１が右側から左側に順に点滅を繰り返す。
【００８１】
　次いで、図１８は、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１の他の例を示す模式図
である。
【００８２】
　図１８に示すように、複数のＬＥＤ２３１は、例えば、運転席のインジケータ８００内
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に設けられてもよい。なお、上記の実施の形態においては、運転席のインジケータ８００
について説明したが、これに限定されず、ハンドル部分、ボンネット部分など、消防車９
００の内部の任意の部分であってもよい。
【００８３】
　以上のように、本発明にかかる警光灯制御システム１００においては、警光灯５００を
点灯制御するとともに、データテーブル７００に基づいて、警光灯５００の点灯制御を示
す表示パターンを消防車９００内の複数のＬＥＤ２３１に示すことができ、ユーザは、消
防車９００内に居ながら、実際の警光灯５００の点灯状態を認識することができる。
【００８４】
　また、サイレンアンプ２００の複数のＬＥＤ２３１を利用することにより、表示部を新
たに設ける場合と異なり、省スペース化を図ることができる。
　すなわち、本発明の実施の形態の複数のＬＥＤ２３１は、警光灯５００の状態を示す機
能と、『パトロールモード』、『緊急モード』、『高警告モードＡ』、『高警告モードＢ
』、『右折モード』、『左折モード』のいずれかを表示する表示機能とを兼ね備えている
ので、省スペース化を図ることができる。
【００８５】
　さらに、右左折時においても、ウィンカー６１０、信号入力回路２６０からの信号に応
じて、右左折それぞれの警光灯５００の点灯と連動してサイレンアンプ２００の複数のＬ
ＥＤ２３１に表示させることができる。
【００８６】
　その結果、車外に出て警光灯５００の稼動状況を確認することなく、車内にいながら警
光灯５００の稼動状況を確認することができる。
【００８７】
　なお、上記の例においては、各種モードにより警光灯５００の点灯消灯、または複数の
ＬＥＤ２３１の点灯消灯および明暗点灯について説明したが、上記の例に限定されず、警
光灯５００および複数のＬＥＤ２３１の両者が連動していることが好ましく、点灯動作は
、任意に変更することができることは、いうまでもない。
【００８８】
　なお、本実施の形態においては、各モードがそれぞれ異なるモードとして設定している
が、これらのうち複数個、例えば、パトロールモードおよび緊急モードは、サイレンアン
プ２００の複数のＬＥＤ２３１において同じ表示であってもよい。
【００８９】
　本発明においては、警光灯５００が『警光灯、散光式警光灯』に相当し、サイレンアン
プ２００が『操作部』に相当し、複数のＬＥＤ２３１が『表示部、一機能表示』に相当し
、パターン１からパターン６が『警光灯の点灯パターン』に相当し、パターンＡからパタ
ーンＦが『表示部の表示パターン』に相当し、図４のデータテーブル７００が『データテ
ーブル』に相当し、ＲＡＭ２４１、ＥＥＰＲＯＭ２４２が『記憶部』に相当し、ＣＰＵ２
１０が『制御部』に相当し、警光灯制御システム１００が『警光灯制御システム』に相当
し、図５のフローが『警光灯制御システムのプログラム』に相当し、ステップＳ５が『左
側制御』に相当し、ステップＳ６が『右側制御』に相当し、ウィンカー６１０が『方向指
示器』に相当し、消防車９００が『車両』に相当する。
【００９０】
　なお、本発明の『表示部』は、必ずしも本実施の形態で例示したような複数のＬＥＤ２
３１として実現される必要はない。例えば、サイレンアンプ２００には、操作パネル２７
０側に露出された表示画面が設けられていてもよい。そして、ＣＰＵ２１０は、例えば、
マイク、補助、音声、ＣＨ（チャンネル）、電源、交差点スイッチ、渋滞スイッチ、警光
灯スイッチ、サイレンスイッチ等の各種のオンオフを示す情報を、表示画面に表示させて
もよい。
　また、ＣＰＵ２１０は、警光灯５００の点灯パターンを示すため、警光灯５００または
そのユニットが点灯している状態を示すアイコンまたは図形の動画を表示画面に表示させ
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てもよい。ここで、表示画面が本発明の『表示部』に相当する。また、表示画面に表示さ
れるアイコンまたは図形の動画が『表示部の表示パターン』に相当する。
【００９１】
　本発明の好ましい実施の形態は上記の通りであるが、本発明はそれだけに制限されない
。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が他になされることは理解
されよう。さらに、本実施形態において、本発明の構成による作用および効果を述べてい
るが、これら作用および効果は、一例であり、本発明を限定するものではない。
【符号の説明】
【００９２】
　１００　警光灯制御システム
　２００　サイレンアンプ
　２１０　ＣＰＵ
　２３１　複数のＬＥＤ
　２４１　ＲＡＭ
　２４２　ＥＥＰＲＯＭ
　５００　警光灯
　６１０　ウィンカー
　９００　消防車

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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